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東京都立図書館協議会第３１期第３回定例会 

令和６年２月２９日（木） 

 

午後３時００分開会 

【企画経営課長】  それでは、本日は、お忙しいところお集まりいただきまして誠にあり

がとうございます。ただいまから第３１期第３回東京都立図書館協議会を開会いたします。 

 私は、本日司会進行を務めます、都立中央図書館管理部企画経営課長の白濱でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは、配付資料の確認、情報公開、本日の次第等についてご説明いたします。 

 配付資料につきましては、事前に事務局から次第の配付資料一覧に掲載している資料を

お送りしております。不足等がございましたら事務局から送付いたしますので、チャットに

ご記入ください。 

 本日は小黒委員がご欠席です。本協議会は委員の半数以上の出席をもって成立となりま

すため、定足数を満たしており、会は成立しております。 

 次に、この会の情報公開についてご説明申し上げます。当協議会におきましては、会議は

原則として公開としております。会議の内容は、委員のお名前を付して議事録を作成し、都

立図書館のホームページ等により公開いたします。 

 また、本日の会につきまして、記録のためＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓのレコーディ

ング機能で録画等をしております。 

 本日の傍聴者は１名でございます。 

 それでは、本日の流れについてご説明いたします。次第をご覧ください。 

 本日は、議事として１点用意しております。 

 寺田委員と村井委員からそれぞれご報告いただき、ご報告の内容を基に皆様にご協議い

ただく予定となっております。 

 これからの議事進行につきましては、野末議長にお願いいたします。 

【野末議長】  皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。 

 それでは、お手元の次第に従いまして議事を進めてまいります。 

 前回から何をしているかということを簡単に改めて確認をしたいと思います。 

 前期の協議会で、都立の図書館はＤＸを推進していくということが方向性として示され

ています。我々の期に課された課題は、ＤＸの推進に当たって何が問題になっているのか、
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それをどうやって解決していくかということを考えるというのが我々の期の課題というか、

テーマというかでございます。 

 それについてどのように進めるかということですが、委員の皆様からそれぞれご専門の

分野がありますので、ご専門の分野の状況をここで説明、共有させていただいて、その上で

どんな課題があるか、都立としてどう臨んでいくかということをそれを基に考えていこう

ということです。 

 今回がその第２回目ということで、今回は、寺田委員と村井委員からご専門の分野につい

てご報告いただくという回になっています。ここまでよろしいですよね。 

 では、前回は自己点検のご報告があったので少し時間がタイトだったのですが、今回はお

二人の報告だけですので、比較的質疑応答も時間が取れるのではないかなと思います。とい

って私がしゃべりすぎると時間がなくなるので、そろそろ行きたいと思います。 

 寺田委員と村井委員には、２０分から３０分ぐらいをめどにお話しいただきます。質疑応

答はお二人のご報告をいただいた後、まとめて行うということにさせてください。 

 では早速ですが、寺田委員からご報告をよろしくお願いします。 

【寺田委員】  資料はお手元にお持ちだと思いますので、私からは、今私うまく共有がで

きないので、このまま資料を各自でダウンロードしていただくということでお話を進めた

いと思います。 

 「個人情報保護法改正とプライバシー」ということで、まず初めに申し上げますと、図書

館との関係とかの部分については、一番の専門家である新保先生がいらっしゃいますし、個

人情報保護についても新保先生が一番専門家でもいらっしゃいますので、できるだけ簡単

に改正の概要というところで、まず２ページ目をご覧ください。 

個人情報保護法制の現状と、２０２０年、２０２１年改正があったということ、それから、

説明責任と透明性確保の課題というところと、個人情報保護委員会による監督という、２０

２１年改正の部分について概要をお話しした上で、図書館との関係については、主に民間委

託とかの部分のところに焦点を絞って、ケースを紹介したいと思います。 

 では、３ページ目をお願いします。 

 この３ページ目ですけれども、近年、２０２０、２０２１年改正というのがすごくあった

のですけれども、もともと個人情報保護法は、これはさらに飛ばしていますけれども、２０

０３年ぐらいにようやくできたもので、そこから１２年ぐらいあまり変化がなく、法体系が

あったのですけれども、欧州でＧＤＰＲという一般データ保護規則、その前は一般データ保
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護指令というのがあって、その指令から規則になるということが分かってきたのが、２０１

６年に完全にＧＤＰＲが施行されるということが分かっていたので、日本も独立した監督

機関が必要だということになって、２０１５年に非常に大きな大改正が行われました。それ

が個人情報保護委員会の設置です。 

 経緯とかは新保先生が大著を書かれておられますので、その辺りはまさに図書館にたく

さんある本の中で調べることができますが、とにかく独立した監督機関を個人情報保護法

の中に位置づけるということが非常に重要なポイントで、独立した監督機関という存在に

ついて入れ込んだのが２０１５年の改正ということになります。 

 ２０１５年の改正の前に、実は監督機関としては特定個人情報保護という、いわゆるマイ

ナンバーといわれる、それに限って実は特定個人情報保護委員会というのは既にできてい

まして、その特定個人情報保護委員会のものを個人情報保護委員会の中に特定を取って入

れ込んだというのが２０１５年の改正になります。 

 さらに、いろいろ規制の整備があるのですけれども、次の４ページ目をお願いします。 

 今度は最新の改正ですけれども、日本の個人情報保護法制はとにかく、これまでいろいろ

専門にしている目から見ても信じられないぐらい複雑な状況でございまして、２０２１年

改正後はもう少しまとまった感じですけれども、２０２１年に改正される前までは、個人情

報保護法というのは基本的に個人情報保護委員会も民間部門のみを監督する。その代わり

に、行政機関個人情報保護法というのがあったり、独立行政法人等個人情報保護法があった

り、あと、地方公共団体は全て条例で個人情報保護条例というのがあったりとか、民間部門

と行政部門の規律が分かれていたほか、条例も、これは鈴木正朝先生という新潟大学の先生

とかもよくおっしゃっておられましたけれども、日本には１，７００ぐらい自治体があるの

で、１，７００とか個人情報保護条例があるということになっていて、それぞれの対象とか

要件が非常に細かく異なる形で規律されていたと。 

 例えば、それぞれ今のような個人情報保護法ではない状況であれば、２０２１年改正前は、

組織がどこに所属するか、例えば地方公共団体なのか、それから、独立行政法人なのか、い

わゆるそれ以外の行政機関なのか、民間なのかということで、全部対応する法律が違ったと

いう状況になっています。だから、個人情報保護法というのは、２０２１年の改正前は、全

部民間部門を指しています。 

 行政機関個人情報保護法というのがあって、今２０２１年改正で全部個人情報保護法に

入ったのですけれども、何が言いたいのかというと、公的部門と民間部門では規律が異なっ
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ているというのがポイントで、どちらかといえば民間部門と行政部門でいろいろ手続とか

も異なる形で規律をするということが、一応それが望ましいという形で法律がいっぱいあ

ったということになります。 

 ただ、先ほど申し上げたように、ＧＤＰＲを基に、ＧＤＰＲができるからということで個

人情報保護委員会をつくって、独立した監督機関がありますというときに、欧州の人たちに、

日本の独立した監督機関は、今も民間部門のみ認定されているのですけれども、民間部門の

みですという説明とかを細かくすると全く理解されないという状況が生じていまして、行

政部門はどこがどうしていたのかというと、基本的にはそれぞれの省庁とか、それぞれ監督

機関が違っていたということになっています。 

 ただ、民間部門のみ規律する個人情報保護委員会という存在が、今後の国際的なというか、

どちらかというとＥＵとの関係とか、もしくは独立した委員会として監督機関があるとい

うことの存在とかをいろいろ考えたときに２０２１年改正に向けての動きが始まることは

何となく予測はついたのですけれども、ただ、２０１５年にようやく民間部門監督で個人情

報保護委員会ができて、そこから２０２１年までの６年間ぐらいはまだまだ行政部門と民

間部門の規律が分かれていて、いろいろな法律もたくさんあったという状況になっていま

す。 

 ２０１５年の改正個人情報保護法が２０２１年までの改正の基本的な柱の法律になるわ

けですけれども、この頃ぐらいから、１０年ぐらい前からビックデータとしてのパーソナル

データの利活用とか、それから、個人情報の保護と利活用のバランスということがすごく言

われてきだして、そうすると、データの利活用となると本当にいろいろなデータがあるので

すけれども、図書館とかでも利用者のデータとか、それから、どういうふうにどんな人が何

を借りてとか、そういうデータを蓄積するということになります。 

 ただ、同時に個人情報保護法との関連で、官民データ活用推進基本法というのも制定され

たりしていました。ただ、どういうふうに安全に利用するのかということについては、今も

現在進行形で課題があります。 

 次のページをお願いします。 

 個人情報保護法、今先ほどから言っていたのはＥＵデータ保護規則（ＧＤＰＲ）というも

ので、このＧＤＰＲというのは１９９５年に制定されたＥＵデータ保護指令から、欧州でい

う規則になったもので、当然ですけれども、欧州でもインターネットの高速化、クラウドコ

ンピューティングによるいろいろなＥＵ域外へのアウトソーシングとか、ＳＮＳの発達と
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か、様々な問題が出てきたので、指令から規則に変わるということがＥＵの中でも検討され

て。 

このＧＤＰＲの非常に大きなインパクトというのは、データの移転について、欧州域外適

用するということです。ＥＵ法だから日本法に関係ないと思われるかもしれませんが、思い

切り関係があって、例えば日本のウェブサイトをネット上で欧州市民が見るということで

既に関係するということで適用されるので、この関係でＧＤＰＲが制定されて、しばらくし

て、Ｙａｈｏｏ！ ニュースとかはコメント欄が炎上するということもあって、Ｙａｈｏ

ｏ！ ニュースとかは、今や欧州からのアクセスでは見られないという形になったりして

いるわけですけれども、そのぐらい域外適用でＧＤＰＲが制定されて、しかもこのＧＤＰＲ

の特徴としてはものすごい制裁金が課されるということなので、制裁金というのは、２，０

００万ユーロか、それから、全世界の売上高の４％の、しかもいずれか高いほうというすご

いものなので、そうすると、そういったすごい制裁金が課される可能性のある法に抵触する

行為をしない。だから、欧州市場を切ったほうが有利と考える企業は、Ｙａｈｏｏ！ ＪＡ

ＰＡＮのように切るという形の選択をするぐらいインパクトが大きい法改正でありました。 

次のページをお願いします。 

日本の個人情報保護法制は、同時に、欧州のＧＤＰＲとかがあったのですけれども、先ほ

どから申し上げていたことは、２０２１年の改正があるまでは、民間部門のみを監督してい

たわけです。民間部門のみを監督していたということは、要するに民間部門の個人情報保護

法と行政機関個人情報保護法に分かれていて、基本理念とか方針は個人情報保護法が包括

していたという状況なのですけれども、情報が行政機関にあるか民間部門にあるかによっ

て監督機関が異なっていたということになります。 

その次のページをお願いします。 

さらに、これも先ほどから申し上げているとおり、個人情報の保護に関しては、２０００

個問題みたいなものが。２０００個というのは、要するに地方公共団体とかの数とかを考え

ると２，０００個の自治体の条例とかがあるという問題があったので、非常に複雑だった。

だから、自治体それぞれが個別の違う条例をつくっていた。２０２１年改正後はそれぞれの

自治体の条例が個人情報保護法施行条例という形になったので、より統一が図られるとい

うことになっています。ただ、それまではすごく複雑でした。 

次のページをお願いします。 

２０２１年に向けた２０２０年の改正というのがありまして、この改正は、個人情報保護
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委員会が個人情報保護法の３年ごと見直しというのをやっているのですけれども、この３

年ごと見直しの内容を個人の権利利益の保護、保護と利活用のバランスを取るとか、域外適

用へのリスクへの対応とか、そういったことを中心に、それぞれ対応を検討した。国外事業

者に対して罰則とかを整備したりとか、とにかくＧＤＰＲ対応でいろいろ個人情報保護法

の改正の整備というのを少しやっていったということになります。 

特に、プロファイリングが意識されて、本人の権利利益との関係で説明責任を果たすよう

な形でということなので、個人情報保護法の改正で、２０２０年も結構大きい改正ですけれ

ども、ここの改正に影響を与えたと思われる事件というのが、その次のページをお願いしま

す。 

個人情報は名前とか住所とかはむしろ単体でそれが問題になるというよりは、情報の集

合体が問題になるということですね。だから、名前と、例えば、特に図書館の本とかは本当

にそうなのですけれども、この人が爆弾の作り方という本を借りていて、同時に何とかとい

う本をいっぱい借りていたとか、そういう関連する本とかのどういう本を借りていたとい

う状況とか、あと、例えば公務員の人なのだけれどもいろいろ違う業界の本をいっぱい借り

て勉強しているとか、そういうことが分かると。要するに、いろいろな情報を併せて考える

と、この状況から考えると、例えば公務員を辞めようと思っていることが推測できるとか、

そういう形で、いろいろ情報を組み合わせてビックデータとして分析することができると

いうところがポイントになっていまして、ここがあまり理解されていなかったのがリクナ

ビ事件です。 

２０１９年８月に、リクルートの系列会社であるリクナビを運営するリクルートキャリ

アが、内定辞退率というのを。特にこの内定辞退率で問題になったのは、会社に対していろ

いろ就職活動しているのだけれども、公務員試験を同時に受けていたかどうかというとこ

ろで、公務員試験に合格しているっぽい人に対しては内定辞退率が高いみたいな、それが本

当にそうかどうかは分かりませんけれども、とにかくそういう形で、どうも利用していたの

はトヨタさんとかなのですけれども、そういう会社に勝手に推測した値を渡していたとい

うのが、プロファイルした結果を渡していたということで。番号で渡していたというのです

けれども、それぞれの番号を照合すれば、それぞれの会社では名前とつながったので、この

人が公務員に興味あるとか、そういうことが分かってしまったわけです。 

そうすると、これはリクルートキャリアというのは内定辞退率を勝手に取引先企業に、し

かも販売していたのです。販売していたのですけれども、これは一応提供元では個人データ
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に該当しないと言って勝手にいいと思っていたのですけれども、提供先においてその番号

と名前が照らし合わせることができて個人データとなることが明らかな情報の提供という

ことになったので、本人の同意なしにそういうことをやったという事件がありました。 

次のページお願いします。 

ビックデータによる個人のデータの分析というのは、まさに名前とか住所とか、それ単体

というよりは、分析するデータとして集積された場合に、出そうと思っていなかった情報が

勝手に出てしまうというところがポイントになります。なので、差別とか排除とかにつなが

るのではないかというところで、プロファイリングに関する問題が如実に認識されたのが

このリクナビ事件で、利用していたのは、りそなホールディングス、アフラック生命保険、

レオパレス２１、東京エレクトロン、トヨタ、大和総研、ホンダ、三菱電機、ＮＴＴグルー

プ、京セラといった大企業が実際に購入していて、１セット５００万ぐらいで購入していた

らしいです。だから、何万人ものデータを１セット、とりあえず内定辞退率を５００万円で、

自分たちの内定の精度を高められるのだったらということで購入していたわけです。 

でも、これは個人情報を勝手に販売していたということで、個人情報保護委員会が、それ

こそ民間企業を監督する個人情報保護委員会が、当時、購入していた企業は行政指導、リク

ルートキャリアには勧告と指導を出しています。 

次のページをお願いします。 

先ほどから申し上げているとおり、２０２１年改正前までは、例えば、どこにデータがあ

るのかというところで、厚生労働省にあるのであれば行政機関個人情報保護法とか、独立行

政法人なら独立行政法人等個人情報保護法とか、あと、県立病院とかなら〇〇県個人情報保

護条例とか、民間病院だったら個人情報保護法とか、広域連合の病院だったら〇〇広域連合

個人情報保護条例とか、結構細かいところで。さらに適用される法律と所管官庁がまた細か

くあって、厚労省と独立行政法人は総務省とか、○○県だったら○○県とか、民間は個人情

報保護委員会で、広域連合の場合は△広域連合みたいな形で、結構細かくなっていました。 

次のページをお願いします。 

 これは、まさに２０２１年改正に向けた、よく出回っている改正に向けた図ですけれども、

２０２１年の個人情報保護法改正は「デジタル改革関連法案」の中の１つの法としてなされ

ました。なので、デジタル庁の設置とかと一緒に、「地方公共団体の情報システムの標準化

に関する方針案」とかと一緒に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律案」の中に、左の下のほう、個人情報関係３法を１個の法律にする。要するに、一元
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化するということで改正が行われました。 

 次のページをお願いします。 

 このデジタル社会形成整備法については、行政機関が個人情報を利用する際、個人が自己

の利用状況を把握できる仕組みについて見直しを検討しろとか、個人情報保護委員会が２

０２１年の改正から行政機関も監督するということになったので、資料の提出及び実地調

査を躊躇（ちゅうちょ）なく行うとともに、勧告や報告の要求をちゃんと、行政機関と行政

機関でお互いなあなあになるのではなくて、ちゃんとやれということを言っているのとか。

あと、民間と公的部門を併せて個人情報保護委員会が監督する。それまでだったら総務省と

か経産省とかそれぞれの省庁がやっていたのを全部合わせるので、個人情報保護委員会の

体制整備とかが必要ではないかみたいな附帯決議もされています。 

 次のページをお願いします。 

 令和３年改正については、とにかくポイントとしては、先ほどから申し上げているように、

個人情報保護法改正としてされたというよりは、デジタル社会形成を図るための関係法整

備の中で行われて、デジタル社会形成整備法の中で行われたというのがポイントになって

います。 

 次、お願いします。 

 個人情報保護委員会は、今回、行政機関も監督することになったというのがポイントです。

一元的に解釈を運用して、適用していくこと。個人情報保護委員会が、いろいろ解釈基準を

定めていくということなので、あまりガイドラインまでは、そこまで出していないですけれ

ども、個人情報のあえて言うなら民間部門のほうがすごい多かったわけなので行政部門が

増えても大丈夫という話もあるようですが、とにかく地方公共団体とかに関しても、それぞ

れ条例で独自で決める範囲が、個人情報保護法に定めていることはとにかくそこに従えと

いうことになったので、ほぼ全部一元的に監督することになったというのが一番大きなポ

イントになっています。 

 次のスライドをお願いします。 

 個人情報保護委員会の権限は、資料の提出、実施調査、指導・助言、勧告、報告要求とか

があるのですけれども、一応、リクナビ事件のときですら勧告ぐらいしかしなかったので、

あまり指導とかも。リクナビレベルですら指導とかしかしていないので、あまりこれから行

政機関に対して、デジタル庁に調査に入っていましたけれども、デジタル庁に対してもその

後指導したとかは聞かないので、あまり行政機関に対して今後どのくらいやるのかという
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のは未知数なところです。 

 次、お願いします。 

 取りあえずこの辺りについては、実は条例でこれまでも個人情報の結合とかはものすご

い避ける傾向にあったのですけれども、個人情報保護法自体がむしろデータのビックデー

タとしての活用をうたっているので、オンライン化とかをむしろ逆に制限することは、今回

の法改正では許されなくなるということになります。 

 次のページをお願いします。 

 今度は図書館ですけれども、私は図書館の部分については、いろいろ新保先生のお名前と

図書館とか情報で検索するとたくさんの本とかが出てきて、ご専門の先生がいらっしゃい

ますので、特に、公立図書館というよりは、いわゆる資料収集とかで非常に大きな役割を果

たす、例えばこの都立図書館とか国立国会図書館と違う機能を有している部分もあるかも

しれませんけれども、地方公共団体における図書館というところで一番大きな問題となり

得るのが、ほぼ今や司書さんたち、専門の方々が、ほとんどの図書館が結構民間委託という

ことになっているというポイントがありますので、ＣＣＣ（カルチュア・コンビニエンス・

クラブ）問題というところに焦点を絞って、最後コメントをしたいと思います。 

 ツタヤ図書館は全国に広がっていて、ＣＣＣが運営しているというところですけれども、

武雄市図書館というのが一番初めに結構出てきたわけですけれども、当時出てきた頃に、あ

と、海老名も市立図書館がツタヤになっているわけですけれども、ツタヤというのは借りた

ときに、Ｔポイントをつけるのです。そうすると、当時、それは同意した場合にはＴポイン

トカードみたいな感じで図書館のカードができるということになっていたわけですけれど

も、そこで何が問題になるかというと、海老名市立図書館は、例えば何を借りたかというよ

うなことを実は捜査機関に出したという問題が、これはここの資料には出していないので

すけれども、ポイントだけではないのですね。要するに、いろいろ登録された、Ｔポイント

のＣＣＣが、データを警察から要請があった場合に出したというのがあって、そうすると、

例えば海老名市立図書館のように貸出データとポイントを結びつけている場合に、警察に

要求した場合にそれを出すのかみたいな、個人情報を令状なしに要請で出すというか、令状

がないというのは非常に大きな問題なのですけれども、令状なしに民間企業が出すという

ような、そういう問題に発展していたことがあります。非常に問題なのですけれども。 

要するに、ポイントの中で、実際にポイントと、例えば薬を買うときに薬局でつくポイン

トとかもありますけれども、どういうものを買っているかということが情報として企業に
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たまるわけで、それが実際に本当に例えば警察に提供されるところまで同意しているのか

とか、そういうところが問題です。 

次のページをお願いします。 

要するに、形式的な同意。要するに、カードを作ったときに、最終的に集積されたデータ

がまさか警察に出される可能性があるとか、そこまで想像力はみんな及んでいないので、本

人は利用目的とか第三者提供についてあまり理解しないまま同意しているのではないかと

いう課題があります。 

次のページをお願いします。 

図書館との関係だと、個人情報データベース等提供罪というのがあって、それについては

２０１５年のときにできたのですけれども、１年以下の懲役またが５０万円以下の罰金、こ

れは新保先生のお名前で検索したら出てくる、公開されている論文の中に、既にそのときに

できていることが書かれていますけれども、意図的に大量のデータを漏えいさせることが

駄目なので、例えば、指定管理者とか任期付職員とか職員とかによって、意図的に貸出デー

タとかが漏えいされる可能性はあります。今や、非常勤の方とかで待遇も非常に悪い人も結

構増えている中で、こういうふうに意図的にデータを漏えいさせるということがあり得ま

す。 

これは、実際には非常勤職員の方がそういうことを、非常勤職員でなくても、職員でもそ

ういうことをやった場合に、本人はもちろん罪に問われるわけですけれども、図書館として

ももちろん監督責任があるということになろうかと思います。 

次のページをお願いします。 

実はデータベース提供罪というのは、２０１５年の個人情報保護法改正でできたのです

けれども、２０１４年に、ベネッセコーポレーションが顧客情報のデータベースの保存管理

を委託していた会社の派遣社員がデータベースを不正にコピーして名簿業者に売却したみ

たいなベネッセ事件というのが起きました。 

当時は刑法の窃盗犯でも処罰できないし、処罰規定がなかったので、個人情報保護法でも

処罰することができなかった。２０１４年なので、１５年にできたので。そうすると、盗ま

れた顧客情報のデータというのは営業秘密に該当するので、不正競争防止法に違反したと

いうことで処罰されることになったのですけれども。でも、個人情報保護法の改正でこうい

うデータベース提供罪ができるきっかけとなったのが、ベネッセ事件ということになりま

す。 
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 これ最後なのですけれども、データベース化することが最近すごく増えているので、最近

だと、これも特に資料はないですけれども、検索されるとすぐ分かりますけれども、名刺デ

ータとかをそれぞれ何人かに閲覧可能な形で内部で回していたというのが個人情報データ

ベースの不正提供に当たるということで、個人情報保護法違反で逮捕された事件とかも出

てきていますので、こういう個人情報データベース提供罪とかは、特に図書館の職員の方と

かでも関係すると思います。 

今や委託とかがすごく進んでいるので、委託の委託とかで、その中であえて意図的にやる

人とかも増えると思いますので、幾ら研修をやっても待遇も何も全然ちゃんとしっかりし

ていない中だと、時給千何百円とかでそこまでの責任は負えないということで、むしろ。例

えば、この図書館の貸出データとかが、高値で買いますと言われたら売ってしまう人もいる

かもしれません。売るとか、意図的に提供とか、あとは、そういうデータに対してアクセス

権限をしっかり管理するということが図書館としては大事になるということかなと思いま

す。 

その他、いろいろな論点があるのですけれども、詳しくは新保先生にお任せしたいと思い

ます。私からは以上です。ありがとうございました。 

【野末議長】  ありがとうございました。ちょうどばっちりの時間でございます。ありが

とうございます。 

 それでは続きまして、村井委員からご報告をお願いします。 

【村井委員】  それでは、私からは、今期の課題「都立図書館が DX を推進するための課

題について」に対して、著作権法の観点からということでお話しさせていただきたいと思い

ます。 

 内容としましては、最初に著作権法の基本的な枠組みを確認した上で、図書館と著作権に

関する最近の動向として、主に令和３年の著作権法改正についてご紹介したいと思います。

最後に「都立図書館がＤＸを推進するために」ということで、少しだけお話をしたいと思い

ます。 

 最初に「著作権法の基本的な構造」ということで、既にご存じの皆様には基本的な話で恐

縮ですけれども、著作権法を見るときの基本的なポイントをお話ししたいと思います。 

 どのような行為が著作権侵害になるのかという観点から、著作物を利用するときに気に

するべき主なチェックポイントを幾つかご紹介する形で、著作権法の基本的な構造を確認

したいと思います。 
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 まず著作権法で保護対象としている著作物といえるかどうかということで、著作物でな

ければ著作権の観点からは問題なく利用できるということになります。 

著作物である場合であっても、著作権には一定の存続期間が定められていますので、その

期間が過ぎていれば利用できるということになります。 

存続期間内の場合、次に著作権の範囲内の行為かかどうかというところを見て、そもそも

著作権が及ばない行為であれば利用できるということになります。 

著作権の範囲内の行為であるということになると、次に著作権の制限規定はあるかを確

認します。権利制限は、自由に利用できる場合を定めている規定ですので、これに該当する

と著作物を利用できるということになります。 

制限規定もないということになりますと、基本的にはそのまま利用してしまうと著作権

侵害ということになってしまいますので、利用する場合には権利者から利用の許諾を得て

利用する必要があるということになります。 

それぞれのポイントをもう少し見ていきたいと思います。 

まず前提の話ですが、契約がある場合には、契約が著作権法に優先するのが原則になりま

す。ですので、例えば図書館でデータベースなどを利用できるケースもありますが、基本的

には契約に従うということになります。また、著作物によっては一定の利用許諾が明示され

て、いろいろなマークがつけられている場合があります。そのような場合は、許諾された範

囲で利用することができます。 

ポイントの１番目は、「著作権法の保護対象となる著作物か」ということです。著作物と

は、著作権法の定義規定によりますと「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文

芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」となっています。具体的に著作物に当たるも

のが１０条に例示されていまして、例えば小説、論文、絵画、地図、映画、写真、プログラ

ムといったものが該当しますので、図書館で扱う図書館資料も、多くのものが著作物に該当

すると考えられます。 

一方で、保護されないものとして、例えば法令や裁判の判決などは、そもそも著作権の対

象とはならないので、自由に利用することができます。 

それから、著作権法の重要な原則として、「アイデア／表現二分論」というものがありま

す。著作権法が保護するのはあくまで表現であり、表現の基になっているようなアイデア自

体は保護しないという原則です。そのため、例えば事実やデータそのものといった抽象度の

高いアイデアは、利用することができます。 
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次のポイントは、「著作権の保護期間内か」ということです。著作権には、原則、著作者

の死後７０年という存続期間が定められています。この保護期間が終了しますと、誰でも自

由に利用できる「パブリック・ドメイン」と呼ばれる状態になります。 

そして次のポイントですが「著作権の範囲内の行為か」ということで、著作物を利用する

行為全てが侵害となるわけではありません。例えばこの右下の表にあるように、著作権とい

うのは一定の利用行為に及ぶということになっています。 

いろいろな権利がありますので大枠で捉えていただくと、まず複製禁止権が一番中心と

なる権利です。もともと出版に対する権利として発展してきたという歴史的な経緯なども

あって、著作権は、複製、コピーに及ぶということになります。 

それから、例えば著作物を私的に読書する分には問題ないのですが、それを公の場で読み

上げると口述権がかかってくるというように、公に著作物を利用すると禁止権がかかって

くることがあります。 

このように複製禁止権と公の利用行為という二本立てで著作権を抑えておくと分かりや

すいかと思います。 

著作権のほかに、著作者の権利としては著作者人格権という権利もあります。今日は著作

権を中心に見ていきますが、例えば著作者人格権には同一性保持権という権利があります

ので、著作物を改変するような場合などは、著作権だけではなくて著作者人格権にも気をつ

ける必要があるということになります。 

このように「著作権の及ぶ行為」を、複製プラス公の使用行為という枠でとらえたうえで、

ＤＸとの関係で見ると、デジタルの複製、例えばコンピューターのハードディスクにコピー

するというようなことも複製に含まれます。それから、公の使用行為として、公衆送信と呼

ばれる行為にインターネット上の送信が含まれます。ただ、同一構内の送信は公衆送信に該

当しないとなっていますので、図書館内だけで送信することは著作権にかかわらず行うこ

とができます。 

このように、複製や公衆送信など、著作権がまず包括的・広範に及ぶということが、ＤＸ

を考える上では１つのポイントといえるかと思います。 

ただ、この著作権の及ぶ行為全てが侵害となるわけではなく、著作権には制限規定という

ものが定められています。著作権が制限されるということなので、著作権の及ぶ行為であっ

ても権利が制限され、権利者の許諾なく自由に利用できる場合を定めた規定ということに

なります。これは、著作権法の３０条以下に定められていまして、例えば図書館における複
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製等に関する規定や、私的複製、引用などが重要な規定になっています。 

そして、この図書館に関する制限規定である３１条が、令和３年の改正で大きく変わった

というのが最近の大きな動きになります。 

ここまででご紹介したチェックポイントを少しまとめてみますと、例えば図書館では一

定の要件の下で複写サービスをすることができます。これをどう考えるかというと、まず図

書館資料が著作権の存続している著作物だった場合に、複写という「複製」行為を行おうと

すると、原則として著作権が及ぶということになります。しかし、３１条で著作権の制限規

定として「図書館における複製等」というものが定められていますので、３１条の要件を満

たす範囲で「複製」ができる、という構造になると考えられます。 

主なチェックポイントを簡単に見てきましたが、権利が包括的に及ぶために、制限規定が

重要になってきます。この制限規定に関する改正をこの後、少し見ていきたいと思います。 

なお、この制限規定がなく、存続期間内の著作物を利用したいというような場合は、許諾

を得て利用する必要があります。許諾を得れば、著作権法にかかわらず、その許諾の範囲内

で利用することができます。 

許諾を得ようとしているにもかかわらず、権利者が誰だか分からない、あるいは誰かは分

かるけれども連絡が取れない場合というのが、いわゆる孤児著作物問題などと呼ばれて、今

の著作権制度の１つの大きな課題とされてきました。これに対しては「裁定制度」という、

許諾を得なくても一定の手続を経て利用することができるという仕組みがあるのですが、

利用しにくいということなどが問題とされてきて、令和５年の著作権法改正で新たな裁定

制度をつくることになりました。簡素で一元的な権利処理ということで、窓口組織をつくっ

て、そこへ問い合わせると権利の集中管理がされているものについてはそちらにつないで、

そうではない場合は裁定手続をとりやすくして、著作物の利用を促すというイメージです。

これは施行期日が２０２３年５月から３年以内ということになっており、今後制度をどう

つくっていくかということがより具体化されていくと思われますので、今後の注目点の１

つかと思います。 

次に「図書館と著作権に関する最近の動向」ということで、最近の法改正を少しご紹介し

たいと思います。 

著作権法というのは法律の中でもかなり頻繁に改正が行われておりまして、デジタル技

術やインターネットの普及に伴い著作権法を取り巻く状況が大きく変わっていく中で、そ

れに対応させるためにいろいろな改正がなされてきています。図書館に関連するものを少
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し挙げただけでも、このようにたくさんの改正があります。 

特に最近では、平成３０年の改正で、いわゆる柔軟な権利制限規定がつくられ、また、教

育の情報化への対応ということで、授業での著作物利用に関してインターネット送信への

対応がなされて、補償金制度が導入されました。 

この流れを受けてとも捉えられるかと思うのですが、令和３年の著作権法改正では、図書

館関係の権利制限規定である３１条の改正が行われました。 

図書館関係ということで、令和３年の改正を少し見ていきたいと思います。 

この改正の背景としては、新型コロナウイルス感染症の流行がありました。図書館が休館

などを余儀なくされて、図書館資料をオンラインで利用したいというニーズが顕在化した

ということを受けて改正が行われました。 

改正の内容としては主に２点ありまして、まず国立国会図書館による絶版等資料を個人

向けにインターネット送信できるようにするというものです。改正前は、国立国会図書館は、

図書館資料をデジタル化することができ、それを絶版等資料に限ってほかの図書館等へイ

ンターネット送信することができるという状況でした。これを個人向けにも直接インター

ネット送信できるようにしたのがこの改正です。 

もう１つは、図書館資料の公衆送信ということで、改正前はいわゆる複写サービスだった

ものを、公衆送信、すなわちインターネット送信などをできるようにしたという改正内容に

なっています。 

国立国会図書館の改正については、２０２２年５月から、個人向けデジタル化資料送信サ

ービスが開始されました。これには利用登録が必要ですが、補償金制度が導入されなかった

ので、無料で利用することができます。 

そして、公衆送信のサービスの方の改正については、国立国会図書館に限らず、多くの図

書館等に関わる改正になっています。改正前はいわゆる複写サービスが可能で、ただ、複製

や複製したものを郵送することはできたのですけれども、インターネットを通じた送信が

できないということが課題でした。これを改正しまして、利用者の調査研究の用に供するた

め、原則として著作物の一部分をメールなどにより直接送信すること（公衆送信）が可能に

なったということで、この改正法が２０２３年６月１日に施行されたという状況です。 

条文はこのようになっています。 

この公衆送信サービスですが、送信主体が「特定図書館等」ということで、一定の要件を

満たす必要があり、例えば研修を行う必要などがあります。 
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送信態様としては「不正拡散を防止・抑止するための措置」が求められるとともに、送信

範囲は「原則、著作物の一部分」で、「政令で定める場合は全部」送信ができるとなりまし

た。ただ、ただし書による例外があって、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」

は送信することができません。 

それから、補償金制度が導入されたということになります。 

また、この改正の特徴としては、運用の詳細については、関係者協議や政省令などに委ね

られた部分が多いということが挙げられます。 

ということで、図書館側と権利者側の団体で構成される、この関係者協議会によってガイ

ドラインが制定されました。施行直前の昨年の５月３０日にガイドラインが制定されてい

ます。 

それから、公衆送信サービスについては補償金制度が導入されましたので、補償金を管理

する団体が指定されました。「ＳＡＲＬＩＢ（一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協

会）」という団体です。そして、令和５年３月に補償金の額が認可されています。この補償

金の額ですが、こちらの表のようになっていまして、最低でも５００円はかかるということ

で、高額な印象があるところです。 

昨年の６月から施行されて、著作権法上はサービスを実施できるようになったのですけ

れども、ＳＡＲＬＩＢのサイトを見ても、まだ「参加届出書（準備中）」という状態が続い

ており、ＳＡＲＬＩＢに補償金の支払いをするための準備がおそらく現在行われていると

ころで、実際にサービスを提供できている図書館はまだないのではないかと思います。 

この公衆送信サービスに関する課題としては、例えば補償金の額がやはり高額であると

いう点がまず挙げられるかと思います。また、送信可能な範囲もやや限定的になっていて、

例えば政令で定められているように、発行後相当の期間を経過した定期刊行物に掲載され

た個々の著作物は全部の送信が可能となっていますが、複写サービスについては原則とし

て次号が発行されるまでとされてきましたが、今回の公衆送信に関しては発行後１年（新聞

については次号が発行されるまで）と長くなっています。 

それから、改正のときに指摘されていた問題で、定期刊行物ではない、例えば論文集など

に掲載された論文について全部の複製や公衆送信できないという問題があり、これを複製

や公衆送信できるようにしましょうとなっていたはずが、まだ対応できていないといった

課題があります。 

また、図書館間の相互利用で公衆送信を行うことについて、今の段階では認められていな
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いということで、これも今後の課題として挙げられているところです。 

最後に「都立図書館がＤＸを推進するために」というということで、少しだけお話しさせ

ていただきます。 

何ができるかということを考えてみますと、まずはやはり現行の著作権法の範囲ででき

ることを最大限活用していくこと、それから、著作権法の解釈や運用への提言、それから、

著作権法の立法への提言といったことが考えられるかと思いました。 

例えば、現行の著作権法の下でも、存続期間が過ぎた著作物は自由に利用できるのが原則

です。アイデアも自由に利用できます。こういったところをうまく活用して、ＤＸと関連す

るサービスの充実につなげていくことも可能ではないかと思いました。 

それから、制限規定でできることを活用していくということで、改正で公衆送信サービス

が可能になり、特に都立図書館は公共図書館をリードしていく立場にあると思いますので、

どの図書館もこれからサービスを開始していくという段階ではあるのですが、率先して新

たなサービスを実施していくことが求められるのではないかと思います。 

また「著作権法の解釈・運用等への提言」ということで、先ほど見ましたように、公衆送

信サービスにおいては関係者協議が非常に大きな役割を果たしています。ここでガイドラ

インなどを策定していますので、実際の運用へも非常に大きな影響力を持っています。ガイ

ドラインには、今後適宜見直しを行っていくということが記されていますので、今課題とし

て指摘されているところを関係者協議の中で解決して、より利用しやすい公衆送信サービ

スを提供可能にしていくということが求められるかと思います。 

関係者協議は、拘束力のある法ではない「ソフトロー」と呼ばれるものですが、このよう

な関係者協議は権利者保護に偏りやすいという指摘もあります。例えば、国立国会図書館に

よる絶版等資料の送信において、対象となる資料から漫画や雑誌が定型的に除外されてい

ます。著作者からの申出によって除外されるということも盛り込まれています。また、過去

には「上映会」に関する協定がありまして、著作権法上は非営利の上映であれば映画の上映

ができるのですけれども、実質的に図書館が上映会を行うのはなかなか難しいということ

がありました。 

関係者協議に利用者側の当事者も参加すべきという意見が出されていたり、ソフトロー

においては社会的公平性や客観的透明性、利害関係者の対等協議性の確保が求められると

いったことが指摘されていますので、こういった指摘を踏まえて、関係者協議の在り方を考

えていくということも望まれるかと思います。 
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そして「著作権法の立法への提言」ということで、著作権が存在するためにＤＸが推進で

きないという場面は多々あると思うのですけれども、それで終わらないためにということ

で、著作権制度は当然完璧なものではなく、頻繁に改正が行われています。いろいろな課題

が指摘されていまして、特に時代の変化に十分に対応できていないということや、少数派バ

イアスの問題というのが指摘されているところです。 

少数派バイアスの問題というのは、立法政策過程において、少数に集中した利益、著作権

法でいうと業界や大企業の利益は、ロビイングのしがいがあるので、実際にロビイングが行

われて立法に反映されやすい一方で、ユーザーや大衆の利益というのは個々の利益が小さ

くて拡散しているために、なかなかロビイングにつながらず、立法に反映されにくいのです

が、数としては多いので、本当はユーザーの利益も大きいはずが法に反映されにくいという

ことが、構造的な課題として指摘されているということです。ですので、図書館側はそのよ

うなところも酌み取って、利用者の利益を十分に著作権法に反映していく努力が望まれる

ように思います。 

「著作権法の目的」というのは、そもそも「公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の

保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」と定められており、権利の保

護ももちろん大事ですけれども、一方できちんと著作物を公正に利用できるようにして、最

終的には文化の発展に寄与するということが目的になっています。 

ですので、著作権の保護と著作物の利用のバランスに配慮しつつ、図書館ＤＸを実現する

ために必要な著作権法の在り方（改正の在り方）などを図書館側から提言することが望まれ

るかと思います。 

最後に「ＤＸ時代の図書館のあり方」というところです。現在、インターネットが普及し、

それに対応するために令和３年の著作権法改正が行われたわけですが、従来の複写サービ

スと国立国会図書館による絶版等資料の送信をインターネット送信にそれぞれ対応させた

という形になっています。 

より根本的にはインターネットを通じた図書館資料の提供の在り方というのを今後考え

ていく必要があるようにと思います。つまり、インターネットというのは、物理的・場所的

な制約を受けないので、インターネットを通じて図書館資料をどう提供していくかという

ことについてはいろいろな可能性があるということです。 

例えば１つの方向性としては、国立国会図書館に集約していくという方向です。それ以外

の大学図書館や公共図書館などは、地域資料や貴重資料の提供を中心に行ったり、利用者が
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インターネットを通じて国立国会図書館の資料を利用する際の支援などを行うという方向

が１つ考えられます。 

一方で、各図書館における分権の理念を重視して、図書館の多様性という観点から、それ

ぞれの図書館がインターネットを通じた資料の提供を行っていくべきという考え方もあり

得ます。 

将来的には、こういった「ＤＸ時代の図書館のあり方」というのも考えていく必要がある

のではないかと思いました。 

私からは以上になります。どうもありがとうございました。 

【野末議長】  ありがとうございました。両委員とも時間を守っていただきありがとうご

ざいます。 

 それでは、お二人の報告を受けましたので、まずは、専門的な事柄もありましたので、ご

質問をお受けしたいと思います。我々も専門外のことが含まれておりますので、これを機会

に少し勉強という気持ちで臨みたいと思います。 

 どなたからでも、どんなことからでも結構です。どちらの委員の発表からでも結構です。

ご質問をお受けします。いかがでしょうか。 

 オンラインの方は直接発言いただいて大丈夫です。 

 では、坂本委員、お願いします。 

【坂本委員】  寺田先生の発表に関してですけれども、よく最近授業でＳＮＳを採用のと

きに閲覧して、それで採用を使っているということが言われていて、それは、閲覧して、見

る分には構わないと、多分見解としてはなっているかと思うのですけれども、それを企業と

して、もしかしたらそれで傾向を入力して分析して何か使っている可能性はあるかなと思

うので、グレーゾーンはきっとあるのかなと。 

 一方で、よくターゲティング広告で使われている協調フィルタリングという技術で、こう

いうものを見たり、こういうものを買っている人はきっとこれも好きだろう、広告ではバン

バンそれを利用してやっているのですよね。そういったところに関して、先生のお考えをお

伺いしたいと思います。 

【野末議長】  寺田委員、いかがでしょうか。 

【坂本委員】  グレーゾーンに関することに関しての、最近の考え方の傾向ですかね。 

【野末議長】  寺田委員、いかがですか。 

【寺田委員】  すみません。ちょっと今途切れていたのですけれども、うまく。 
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【野末議長】  もう一度いいですか。 

【坂本委員】  前半は取りあえず置いておいたとして、協調フィルタリングという技術が

あって、ターゲティング広告、効果的に、こういう属性の人はこういうものが好きだろうと

いって広告を出すという技術が普通に使われているかと思うのですけれども、そういった

ことに関しては、問題は、懸念点とかはないのかどうかということです。 

【野末議長】  寺田委員、いかがですか。 

【寺田委員】  ターゲティング広告とかに関しては、最近は、集めてもいいですかみたい

なことを欧州の規制とかではちゃんと同意を取るようにということをやっていて、日本で

はあまりそこまで、集めてもいいみたいな同意は全部出てきてはいないのですけれども、基

本的に域外適用されているＧＤＰＲではそういうウェブサイトを使うときに、ちゃんと細

かくどこまで収集してもいいかということを全部同意を取らせるようにはしているので。 

 広告というか。問題はあります。問題はあるのですけれども、それについては、無料とか

でサービスを利用しているほうも、利用されるということを分かって使わなければいけな

いということになります。 

【坂本委員】  ありがとうございます。最初、名乗らずに話してしまいましたが、坂本か

ら質問しました。 

 ウェブとかを使うときに、利用していいですかとか、何か小さい字で最初に何かするとき

にひょこっと出てくるときがあって、それをオーケーしないと使えないと思って、皆さんあ

まり読まずに、気にせずにオーケーとしているかと思うのですけれども、結果的にびっくり

することに使われたり、気持ち悪いなということを感じたときに、それを訴えられるような

事件というのは、今までは特にはないということですか。利用されているのではないかとい

って、過剰に利用されているとか、そういうことというのは、ケースとしては今のところあ

まり報告はないのでしょうか。 

【寺田委員】  詳しい実情は知らないですけれども、アメリカとかだとバンバンやるので

すけれども、日本もいろいろやっていると思うのですけれども、そこまで乱用されていると

いうところまではいっていないかもしれませんけれども。アメリカとかだと、本当にバンバ

ン、思い切り、法がないので、されているという感じで。ただそれもアメリカの人は別に許

容しているかもしれないですね。だから分からないですけれども、ターゲティング広告をむ

しろ喜ぶ人もいるので。 

【坂本委員】 何かを買いたいと思って、調べていたら、どんどんどんどん過剰にそればか
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りの広告になったりとかして、気持ち悪いなと思うこともあったりしたので、ありがとうご

ざいます。 

【野末議長】  吉澤委員、どうぞ。 

【吉澤委員】  今の坂本先生の話に加えまして、ターゲティング広告は基本的にはブラウ

ザのＣｏｏｋｉｅをベースに打っているものだと思うのですけれども、ブラウザのＣｏｏ

ｋｉｅというのは、個人情報には当たらないのですか。寺田先生への質問です。 

【野末議長】  寺田委員、どうですか。Ｃｏｏｋｉｅの情報は個人情報ですか。という質

問ですよね。 

【吉澤委員】  基本的には、個人情報を提供していないですけれども、ブラウザのＣｏｏ

ｋｉｅに対して追いかけられているので。 

【寺田委員】  それ自体では当たらないのですけれども、他の情報と容易に照合すること

ができて、それで特定の個人を識別することができる場合には個人情報に当たります。 

【坂本委員】  どう利用されるかですよね、結局、見えない部分というか。 

【新保委員】  今、チャットのほうに、寺田先生が参加されている研究会の報告書をアッ

プしました。これが非常に参考になると思います。プロファイリング研究会のリンクです。 

 日本の法律で対応できていないこと、プロファイリングと自動的な意思決定は、日本の現

在の個人情報保護法では残念ながら十分に対応できていない部分だと思うのですけれども、

今日の寺田先生のご指摘のとおり、個人情報保護法改正のたびに義務規定の内容が非常に

複雑になっているので、次の改正でプロファイリングを入れるかどうかという議論も、前回

の改正のときもされているのですけれども、これでプロファイリングと自動的な意思決定

に関する新たな手続を入れると、さらにまた複雑になってしまうかなというのが心配なと

ころです。 

 まさにＣｏｏｋｉｅの問題は、もう１つご指摘のとおりで、Ｃｏｏｋｉｅは、日本とアメ

リカとＥＵでは個人情報への該当性の判断が全く異なっているのです。日本は、他の情報と

容易に照合できる場合にはＣｏｏｋｉｅも個人情報になることがあるというだけの話で、

それ単体ではＣｏｏｋｉｅが個人情報になることはありません。他の情報と容易に照合で

きれば、日本の場合は。だから、答えとしては、個人情報になる場合とならない場合がある

ということです。 

 さらに、前回の改正で「個人関連情報」という定義を新たに追加しましたので、そうする

と、提供した先で個人情報になるＣｏｏｋｉｅなどについては提供先において特定の個人
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を識別できるわけですけれども、そうすると個人情報に、これもケース・バイ・ケースにな

ってしまうのですけれども、個人情報に該当するかどうかは判断が分かれるところです。 

 一方で、ＥＵは完全にＣｏｏｋｉｅイコール個人情報なので、これは規制としては非常に

厳しいです。アメリカは、判断基準はちょっと違うのですけれども、ＰＩＩとＮｏｎ－ＰＩ

Ｉと分けていて、パーソナリー・アイデンティファイアブル・インフォメーションはＣｏｏ

ｋｉｅであっても個人情報で、そこでアメリカの基準というのはリンカブル、リンクできる

かどうかという基準なので、リンクできるものはパーソナリー・アイデンティファイアブル

ですけれども、一般には通常のＣｏｏｋｉｅはノンパーソナリアイデンティ、Ｎｏｎ－ＰＩ

Ｉといいます。 

 これで困るのが、地域によって違うので、そうすると、ＥＵで個人情報でも日本で個人情

報ではないもの、アメリカで個人情報かもしれないけれども日本ではないものという、そこ

がなかなか国際的には整合性がない部分です。 

【坂本委員】  事業をするときは気をつけなければいけないわけですね。 

【新保委員】  逆に、例えば、公的な委員会なので企業名はあまり挙げないほうがいいか

もしれませんが、かなり誰でも知ってる企業で、子ども向けのウェブなど、あとはオンライ

ンでも情報を集めるサイトというのは、ＥＵ向けには完全に停止しているところがありま

す。日本も、寺田先生先ほどお話でＥＵ向けをやめたのはヤフーでしたか。 

【寺田委員】  そうです。ヤフージャパンのニュースサイトがＥＵとか欧州にいる場合に

は読めない。 

【新保委員】  今は、個人情報に該当する場合には、個人情報に該当するかどうかという

判断ではなくて、個人情報の取得と提供をやめるという判断になっています。ですから、個

人情報の取得をやめたサイトというのは、オンラインでは、ＥＵ向けと言いながら、日本か

らもおそらくアクセスできないですし、せっかく日本から情報発信しても。だから、出張中、

今まではＹａｈｏｏ！ ニュースとかいろいろ見ていて、しばらく見ていなかったので、多

分次の出張のときにはどこ見ようかなと。 

【坂本委員】  この間、行った人が見られないと言っていました。 

【新保委員】  そうすると、それ以外のサイトでニュースを見るしかないですよね。 

【坂本委員】  ありがとうございました。 

【野末議長】  ややこしいですね。でも、そうやってみんなが抑制的になって「もう出す

のやめていこう」となると、「インターネットって何よ」という話に、そんな気がします。 



 -23- 

【新保委員】  幸い、図書館はあまりその影響がないところで、ただ、村井先生からご報

告があった著作権法の関係では、国立国会図書館がデジタル化資料のうち絶版等の資料を

インターネット経由で提供できるようになりましたが、あれはネットで一般公開と違う形

の扱いになっているのですよね。著作権法の改正で、国会図書館の。 

【村井委員】  完全な一般公開ではなく、登録した人のみが見ることができるという状況

です。 

【新保委員】  そういう形で、許諾を取って、同意を取っている範囲でしか公開できない

というのは、逆に、著作権法の場合は、そんな形でやっています。 

【坂本委員】  またそれで質問で、最近生成ＡＩとかですと、令和５年６月の文化庁の著

作権課が「ＡＩと著作権」といってウェブページで議論のまとめを上げて、いつもそれとに

らめっこしながらいろいろ考えているのですけれども、結局、インターネット上にあるもの

をめちゃくちゃかき集めて、ソースが何かも分からないぐらいにかき集めてやっていたり

すると、何だか分からないから、薄まってしまっているみたいな、それでオーケーみたいな

感じになっていて、例えば、その結果、歌詞を生成するとかもちろん全然できるわけですよ

ね。 

 私自身の取組としては、いろいろ著作権に気をつけながら、歌詞のデータで実は文章生成

ＡＩをつくって、昔、実際アイドルに歌詞を提供してというようなことをしたときも、著作

権処理されたデータだけでやったりしていて、いろいろ気をつかってやってきたのですけ

れども、すごいあんな勢いよくやってしまっている企業があったりして。 

 何かいろいろもやもやしながら研究をいつもしているのですけれども、その辺りの先生

のお考えはありますか。 

【村井委員】  ご指摘のような問題はまさに今議論されているところで、文化庁の法制度

小委員会においてＡＩと著作権に関する取りまとめを審議しているところかと思います。

そこで文化庁としての現時点での考えがまとめられることになると思うので、今後それを

基に検討がなされていくことになるかと思います。私個人の考えはあまり参考にはならな

いと思うのですけれども、ただ、日本には比較的広くＡＩの学習を認めるような制限規定が

あり、今回の文化庁の方針はそこに多少制約をかけていく方向かと思うのですけれども、せ

っかく権利者に影響を与えない範囲で著作物を利用できるようにするという趣旨の規定な

ので、それを生かして、ＡＩを活用することを可能としつつ、一方で権利者の利益が損なわ

れないように気をつけていくという方向を目指していくのがよいのではないかと思ってい
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ます。 

【坂本委員】  そういうのを見ていて難しいなと思うのは、機械学習する分にはいいです。

ただ、利用時に享受を目的とした何とかは駄目とか。そうすると、ＣｈａｔＧＰＴ的な生成

ＡＩ、画像生成とか、そういうものをサービスとして提供したら本来駄目ということなのか

なとも読めるのですけれども。モデルを作る、学習するところまでいいですよ。でも、それ

をサービスとして提供して、結局はビジネスをしているわけですよね。だから、本当はそこ

で制限が、それは本当は駄目なはずだけれども、今は認められて、世界的には動いていて。

そういう中で、例えば日本だけ、また日本はどうしようかと考えて、日本は規制しようとか、

そっちの方向に行ってしまうと、本当は世界で足並みをそろえなければいけない感じもあ

るので、そこら辺はどう進むのかなというのをいつも気にしているところです。自分の気に

なるところをちょっと。 

【野末議長】  村井委員、コメントありますか。 

【村井委員】  学習段階とは別に利用段階を考えるときには、依拠の要件の解釈がポイン

トになってくるように思っています。国際的な協調は基本的には国ごとに法律があるので

難しい問題ですよね。日本はＡＩ学習に関しては先進的ともいえる規定をつくってきたと

いうことはいえるかもしれません。 

【坂本委員】  さっきの新保先生のもそうですけれども、国によってとかなってくると、

いろいろ難しいのだなと思ったりして。ありがとうございます。 

 また新しいのが更新されて、今私見えているのは令和５年６月のですけれども、また今新

しいのが出てくる可能性があるということですね。 

【村井委員】  その文化庁の資料ですか。 

【坂本委員】  はい。文化庁の。 

【村井委員】  今まさに、「ＡＩと著作権に関する考え方について」という資料をつくっ

ているところなので、この確定版が今後公開されることになると思います。 

【野末議長】  ありがとうございます。ＡＩはこれから図書館の世界にもどんどん入って

くるものだと思いますので、我々もしっかり追いついていかなければいけないですけれど

もね。ありがとうございます。 

 ほかに、ご質問いかがでしょうか。 

【松本副議長】  寺田先生、あるいは新保先生にお伺いしたいのですけれども、２点ござ

います。 
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 １点目は、図書館の世界では「図書館の自由に関する宣言」とか、あるいは、日本図書館

協会の「図書館の自由委員会」、そうしたところが、ある種の規範のようなものになってい

ると思うのです。さきほど村井先生の話の中で「ソフトロー」という、業界団体での取決め

という話があったと思うのですけれども、そういった図書館界のある種、規範みたいなもの

が、どの程度、規制というか、そうしたものになるのかということを１点目としてお伺いし

たいのです。 

【野末議長】  寺田委員から先に、いかがでしょうか。 

【寺田委員】  どういう業界団体の、どのぐらいちゃんとしているものかにもよるとしか

申し上げられなくて、その中に、例えば新保先生のような先生がちゃんと関わっていらっし

ゃるような団体なのかとか、新保先生が１００人いても足りないかもしれませんけれども、

ちゃんとした先生が関わって、ちゃんと指導されている業界団体かというようなところに

よるとしか申し上げられないかなと思います。 

 新保先生、お願いします。 

【新保委員】  これは非常に難しい問題だと思うのですけれども。日本国内でいうと、ガ

イドラインとか指針というのは、守るべきものだと思って、みんな対応していますよね。 

 例えばガイドラインの意味についてアメリカの人と話をすると、今のＡＩ関係もそうで

すけれども、ガイドラインの意味がそもそも全く違う受け止められ方なので、規制を受けな

いライン、自分たちをガイドしてもらうラインなのです。この発想は日本人からすると、日

本人はガイドラインを設定すると、ガイドラインにみんな沿って守るためのガイドですよ

ね。そうではなくて、自分たちを守るガイドなのです。政府から規制を受けないために。こ

の発想は全く逆の発想なので面白いなと思っています。 

 そうすると何が起きるかというと、日本の場合だと、法律がないとか、法律があっても、

それに含めて、またはそれに関するガイドラインを決めると、法律で決まっていないことも

みんなやりますという、上乗せのガイドラインのようなものがかなり多いのですけれども、

特にアメリカのビッグテックとか、テック企業については、規制がないので、規制をさせな

いためのガイドを自分たちでつくっている。そうすると、守っているから規制は必要ありま

せんというガイドラインなのです。この発想は日本ではあまりないので、そうすると、話が

かみ合わないということにまず注意しなければならなくて。 

 「日本にはガイドラインがあります」と言うと、意識が高いので、上乗せで頑張ってやっ

ています。日本だと「すばらしいですね」と評価されると思うのですけれども、逆に、アメ
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リカで「ガイドラインでやっています」と言うと、「君たちは規制されたくないから勝手な

ことをやっているのだね」という受け止められ方もあるのです。この部分を理解してまずガ

イドラインの位置づけを考えないと、そもそもまず意味が違う。 

 ただ日本の場合は、ガイドラインを決めると、ほぼみんな意識高く、上乗せでやっている

ので、基本は評価されるべきところだと思いますけれども、ただこれが、最近はＡＩに関す

るガイドラインは全く逆で、ガイドラインとして日本のＡＩの規制はほぼ何も機能してい

ないのです。そうすると、何もないところに何もできないと、結局海外では規制をし始めて

いるので、そうすると、日本ではガイドラインでやっていますといっても、そのガイドライ

ンの効力とか意味が通じるかというと、これは全く通じなくなってきているので、ガイドラ

インのそもそもの位置づけというものを考えた上で考えないとならないと最近特に思いま

す。 

【松本副議長】  あともう１点、寺田委員にお伺いしたいのですが、スライドの中で「オ

ンライン結合」というのがあったと思います。これの具体的なイメージ、どういったものな

のかというのを少し、簡単でよいので教えていただけますでしょうか。 

【寺田委員】  基本的に個人情報というのは、各自治体とかの中では、あまりいろいろな

情報を結合させないということを前提としてこれまでいろいろなところで取組をやってき

たので、別に禁止はしていなかったのですけれども、あえて条例で上乗せ規制みたいな感じ

で、結合制限ということをやっていることが考えられるわけですけれども、ただ、それにつ

いては、新しい改正というか、今はそこまでの上乗せというのはできないという。新保先生、

そうですよね。 

【松本副議長】  何をお伺いしたいかというと、例えば電子書籍の貸出しというのを考え

たときに、利用者の認証は図書館のサイトでやっているが、ＩＤの発行とかパスワードの管

理とかは図書館がやっている。で、ユーザーが実際にアクセスするサーバーは外部の電子書

籍図書館ということになると思うのですね。その電子図書館のほうは、ユーザーの個人情報、

読書の行動というのを完全にデータを取れるわけで、そこら辺の個人情報と関係する部分

があるのかなと思ったものですから、お尋ねした次第です。 

 要は、そこら辺の部分は、図書館と無関係なので「どうぞどうぞ」というものなのか、あ

るいは契約とかで、「ちゃんとこういうふうに管理してくださいよ」とか、そういったこと

は言えるものなのかどうか。そこら辺をお伺いしたいなと思ったのでお伺いしたのです。 

【新保委員】  これは先ほど寺田先生が触れたツタヤが運営を担っている図書館の問題
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から端を発する問題だと思います。 

 特に、これが今現実に問題になっているのは指定管理者です。指定管理者の場合には、民

間事業者が図書館のそもそもサービス全般を請け負っています。そうすると、Ｔポイントを

基盤としたサービスを提供しているＣＣＣが指定管理者として業務を請け負ったときに、

ポイントと連携するのではないかといった指摘があった部分と同じですから、そうすると、

電子書籍を含め、委託関係にあったり、委託といっても指定管理者の場合は行政処分ですの

で、行政処分として指定管理を請け負っている事業者、または請負契約などで図書館の業務

を請け負っている事業者であったり、従業員も含めてですけれども、そうするとこの場合に

は、基本的には、以前は条例が適用されたわけですけれども、現在は個人情報保護法に一元

化されていますので、そういう意味では、法の適用関係は分かりやすくなったということで

すね。委託を受けている事業者であっても、基本的には個人情報保護法に基づく取扱いにな

ると。ただ、適用されるものが行政機関の義務になるという部分はあるというところはある

と思います。 

【松本副議長】  例えば、電子書籍を提供している会社が、個人のユーザーの情報を使っ

て、それで商売を始めるということになると、それはまさにツタヤのポイントとかなり似た

構図になってくるということなのですね。 

【新保委員】  このときに、そもそも、正確には個人データになる場合と、保有個人情報

の提供になる場合があると思いますけれども、個人データとしたとして、委託先への提供な

のか第三者提供なのかによってそもそもの手続が変わってきますから、ですから、場合によ

っては電子書籍とか外部の委託業者に第三者提供するということでそもそも利用者から同

意を取っている場合には、委託ではなくて、それは第三者提供になるので、提供先の事業で、

例えば何らかの履歴を使って、先ほどのプロファイリングも含めて実施することは可能に

なります。 

 一方で、委託先への提供扱いであれば、図書館側が決めた利用目的の範囲内でしか提供が

できないので、そうすると、そこの利用目的に、例えば何らかの履歴とかプロファイリング

の問題など、履歴の利用とか活用とかターゲティングなどが含まれていない場合は目的外

利用になってしまいますから、本人の同意がない場合は個人情報保護法違反となります。こ

れは個人情報を取得する時点で、第三者提供を予定して取得するのか、それとも委託として

提供元の利用目的の範囲内で使うのかという、この違いによって分かれてきますので、一概

に図書館のサービスがどちらを選択するかということになると思います。 
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 ただ、現実的には、これは、私も以前から図書館における個人データの取扱いの問題とし

て指摘しているところで、図書館は慎重なので、基本的に第三者提供を行っている図書館を

見たことがないというか、ないと思いますね。ですから、第三者提供モデルでの個人情報の

取扱いをそもそも予定している図書館は当初からないので、その利活用ができないという

部分は、特にＤＸとの関係だと、せっかくデジタルトランスフォーメーション、何かしよう

としていても、いわゆる提供する先で何らかのビジネスであったりとか、提案をしてもらっ

たとしても、図書館側としては第三者提供で図書館利用者の情報を提供するということは

そもそも予定していないので、そのＤＸを実現する方法は逆にないということになってし

まいます。 

【野末議長】  関連して私も伺っていいですか。そうすると、図書館が、仮に都立図書館

がＤＸの第三者の企業が何らかのサービスを提供しているものを利用して新しいサービス

を提供しようといったときに、第三者提供ができるためには、利用者から全部許諾を取り直

さなければいけないということになりますか。 

【新保委員】  本人同意がないと第三者提供はできないです。例外的にオプトアウトの方

法もあります。オプトアウトで第三者提供することは可能なのですが、図書館の場合は個人

情報保護だけでなくプライバシーにも配慮する必要があるので、利用者側の理解が得られ

るかどうかは別の問題になってきます。 

【野末議長】  法律上はオプトアウトでも構わないのですか。 

【新保委員】  オプトアウトでも手続上は適法に可能です。 

【野末議長】  それが図書館界になじむかどうかというと。 

【新保委員】  そこがまさにガイドラインなのです。日本図書館協会は「図書館の自由に

関する宣言」で、図書館の利用者の秘密を守るためにインフォームドコンセントを原則とし

ているので、そこでオプトアウトを原則とする手続を示し、「今後、都立中央図書館で保有

している貸出履歴を今後はＤＸのために活用します。嫌な人は連絡してください」というと、

炎上すると思います。 

【野末議長】  途端に、協会からクレームが飛んでくるというやつですね。 

【新保委員】  ここは業界としては「図書館の自由に関する宣言」があって、図書館利用

者の秘密を守るという。つまり、個人情報保護法上適法でも、プライバシーの問題があるの

で、ですから、プライバシー保護の観点からは、図書館はそこに踏み込めないですね。 

【野末議長】  そうすると、現状でＤＸとして、サービスの拡張みたいなことを考えたと
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きには、業務委託ないし指定管理の範囲で、つまり自分たちが責任を取る範囲でしかできな

いということになってしまうのですね。 

【新保委員】  当然そうなってくると思います。 

【野末議長】  それはかなりしんどい。 

【新保委員】  ただ、そのときの手法が今はいろいろあって、民間に委託するということ

も、最近はいろいろな方法もありますので、例えば、普通の業務委託として民間のノウハウ

を活用する、最近ではＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）の形で図書館

のサービスについて提案をしてもらうという方法もあります。指定管理者は一般に行われ

ていますよね。民間の企業に委託をして、委託という形ですけれども、行政処分として指定

管理の指定をして図書館を運営してもらう。 

 あとは、これは図書館では今までないのですけれども、もし今後ＤＸの観点からご活用い

ただく方法がもう１つあって、これは行政法の観点から寺田先生のアドバイスを頂かない

とならない部分ですけれども、例えば特区制度です。指定管理者による図書館の管理運営は

図書館運営特区申請によって実現したものですが自治体なので構造改革特区ですね、国家

戦略特区にはならないので。 

 寺田先生、どうですか。構造改革特区で、図書館サービスをＤＸのために特区制度を使う

というのは、今まで発想としてはないと思いますけれども、行政法の観点から可能といえば

可能ですよね。 

【寺田委員】  あまり考えたことがなかったのですが、図書館は、いわゆる東京都立図書

館の存在みたいに、本当の意味で研究とか歴史的なものの所蔵とか、そういう機能があるも

のと、それから地域で、武雄市図書館はＣＣＣですけれども、武雄市図書館みたいに市民の

知的刺激というか、そういう市民のために一般的にもっと役立つみたいなのと、またちょっ

と別なので、構造改革特区、あと大学図書館とか国会図書館とか。昨日、実は最高裁の図書

館に行ったのですけれども、そういう図書館とまた機能が違うものがあるので、構造改革特

区でどういうものを目指すのかですけれども。 

 １つは、市民のための図書館でも、デジタル化とかをうまく活用すれば、すごく高度なこ

とも確かにできるかもしれないというのは１つあるので、もしも高度なこととかをするた

めに特区制度が役に立つことがあるのであれば、もしかしたらそれはいいのかもしれない

なと思ったのですけれども。 

 私は考えの限界で、新保先生が何をお考えになっていらっしゃるのかお伺いしたいです。 
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【新保委員】  具体的には、スマートシティなのです。スマートシティで、電子図書館を

実現して、かなりプライバシーの侵襲度が高いサービスになると思うのですけれども、スマ

ートシティを選んで、図書館のサービスも非常に高度なサービスを受けたいという。 

 今だと、図書館の利用価値というのが生成ＡＩの発展によって今後、生成ＡＩに聞くと、

図書館が要らなくなる可能性があるのです。図書館で何かを調べる必要がなくなってくる

ので。そうすると、図書館の利用価値というのは、生成ＡＩを上回る利用価値がないと、み

んな図書館に行ってわざわざ本を借りなくなってくると思う。 

不思議なのが、みんなビッグテック、いわゆるＧｏｏｇｌｅだったり、Ａｍａｚｏｎだっ

たり、そういう企業には何の制限もなくみんなプライバシーを提供しているのです。私も普

通に買い物して、お勧めに従い買っています。ただ、ＳＮＳは使っていませんけれども。で

も、普通にそういう企業のサービスを使っているのに、何か図書館の貸出履歴というとピン

とフラグが立って「プライバシー侵害だ」「人権侵害だ」と。もっと人権侵害されている状

態が存在するのに、何でそこでいきなり図書館の貸出履歴でいきなり人権侵害になるのだ

ろうかと、私は非常に不思議でならないです。あなたもっと人権侵害されているはずなので

すけれども。 

そうであれば、同意を取ってスマートシティで、プライバシーの侵襲度が高いサービスだ

けれども、本当に便利だと実感があるのであれば、何でそういう外国の大きなネット企業、

プラットフォーム事業者に、みんながプライバシーを提供するかというと、便利だし、使わ

ざるを得ないからですよね。 

そうすると、構造改革特区で本当に高度な情報提供サービス、その中に情報の提供ができ

るのは図書館なので。ただ、そこには相当プライバシーの問題が出てきたとしても、いいの

であれば、それが便利だったらいいのではないですかというのは、発想としてはあると思う

のです。 

【野末議長】  松本委員、どうですか。図書館界。 

【松本副議長】  図書館界は怖いでしょうね。今、おっしゃっているのは、確かに可能性

あるというか、資料の貸出情報とかは非常に貴重だと思うのです。どういう人がどういうも

のを借りているかという情報をデータとして集めたりすると、レコメンドなどでもすごく

よくなるというのはあるので、可能性としてはあるのかなとは思うのですけれども。 

【新保委員】  それこそ、レファレンスへの問合せの内容とか、ＯＰＡＣでの検索履歴は

相当プライバシー性が高いのですけれども、もっとすごいことをみんなＧｏｏｇｌｅで聞
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いているわけです。Ｇｏｏｇｌｅの検索に入れている検索ワードのほうが、本当にその人の

人生というか生活に関わるものを相当入れているはずなので、それがプライバシー侵害の

はずなのですけれども、と思うのですけれども。そこが、なかなか、いきなり貸出履歴にな

るとハードルが高くなるという問題はあるかなと思います。 

【野末議長】  ちょうど今、図書館の話に徐々に入っているので、委員の皆さん、一般的

な質問から、図書館の世界では、あるいは都立ではという話に、ご意見、あるいはご質問で

も、どんどんお受けしたいと思います。 

【坂本委員】  今ので、特化したことになると、皆さん具体的に自分のどんな情報を取れ

るかとイメージができてしまいますよね。でも、Ｇｏｏｇｌｅとか、そういうふだん何気な

いものだと、いろいろなことをやっているから、何の情報を取られているかすらイメージが

湧かないというか。でも、図書館に行ったときの検索履歴を取られますよとか言われると、

「変なもの借りてしまったやつがばれちゃう」とか、そういう具体的なものが思い浮かんで

しまうから、すごく警戒するのかなと思うのですよね。 

【新保委員】  例えば、図書館では位置情報の活用とかは想定もしないわけです。考えら

れないですものね。ただ、みんな持っているわけです、スマホを持って、常に位置情報を取

られているわけですけれども。それこそ図書館で、内部でどのエリアが、日頃、利用者が活

発に出入りしているとか、全くここは、本の検索は分かりますけれども、開架の書棚で人が

いっぱい行くところ、行かないところというのははっきり分かるのですが。そうすると、人

がいっぱい行きやすいところに、例えば本の配置を変えるとか、いろいろそういうことは、

基本的には考えないですからね。 

【野末議長】  仕組み的には、それができるのですよね。ＩＣタグを１個１個の本に入れ

ておけば、棚のアンテナをつけておけば、誰がどの本を持って、どこでどのくらい滞在した

とか、読んだとか、全部データを実は取れるのですよね。一般のデパートとかでは既にそれ

が実験ベースで日本でも行われているので。 

 そうすると、それがいい方向に行けばいいサービスにつながる可能性は大いにあるので

すけれども、ものすごくハードル高そうですね。 

【新保委員】  以前、私も提案したのは、蔵書管理は、ものすごく大変ではないですか。

でも、回転寿司のお皿の管理は簡単なのですよ。ピッとスキャナで、タグでやれば、実は非

常にいいところはあるけれども、別の利用目的として、そのタグをつけることによって、誰

がどういう資料を利用したのかという別の情報が付加されますから。付随的な情報。 
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【野末議長】  多分、我々の、この会の課題は、ＤＸをよい方向に持っていくために、ど

んな課題があって、どう解決するかということなので、今ここでディスカッションしている

課題というのは結構重要な論点だなと個人的に受け止めています。 

 恐らく、今の若者たちは、そういうよりよいサービスを求めているはずで、これだけ提供

しているわけですから、何で図書館はやってくれないのだろうぐらいのことで、もしかする

と思っているかもしれないですよね。であれば、どういう解決策が、そういう方向が仮によ

いとして、どういう課題があって、それをどう解消できるかということは、都立として先取

りして考えていくことはひとつ悪くないかなと思いますけれどもね。 

【坂本委員】  具体的に、それを提供するとどういういいことがあるかというのを例とし

てこういういいことがありますよというのを示すことができると、だったらいいかなとい

うのはあるかもしれないですし、Ｇｏｏｇｌｅみたいなものは、別にすぐに、便利だからす

ぐにいいことがあるのは分かるのですけれども、図書館の場合、もしやりますといったとき

に、「我々にとって何がいいことがあるのか」みたいなことになるので。 

 研究とかをするときに、倫理委員会とかを通して、一生懸命データを取るときにやるわけ

ですけれども、この研究は何のために、どうしてその実験をしなければいけないのか、めち

ゃめちゃ厳しく審査されるのです。それに対して、百貨店の話がありましたけれども、最近

新宿区の某百貨店も、出入口に「皆さんの服装を店内で撮っています」とだけ出ていて、何

のためにというのは書いていなかったりするのです。そういうときは「何のために」がなく

てもよくて、「何のために」が必要なときとの違いは何なのだみたいなのは気になります。 

 新保先生、もしご存じだったら、「何のために」を表示しなければいけないときと、別に

要らないとき、撮っています、終わりみたいなのでいいときと、何かあるのですか。 

【新保委員】  本当は、利用目的は全て明示する義務が個人情報保護法で定められている

ので。ただ、明示の方法、明示するのが直接書面で取得する場合に限られます。直接書面取

得時の利用目的の明示は法定の義務ですけれども、そうではない場合には、通知、公表でい

いという手続もあります。 

【坂本委員】  そこが不思議なのですよね。 

【新保委員】  そうなると、直接書面で取得する場合には利用目的は明示する義務があり

ますけれども、通知または公表でいい場合の手続のほうも多いので、そうすると、ネットの

場合にはウェブにプライバシーポリシーとか個人情報保護方針が掲載されていますけれど

も、そこで個人情報の取扱いについて利用目的を公表していれば、間接的に取得する個人情
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報については、利用目的の明示は不要になります。そうすると、どのような目的で使われて

いるかというのは、自分で調べにいかないと分からない場合もあるのは事実ですね。 

【野末議長】  今日は、事務局の皆さん、いっぱいメモを取っているわけですけれども。

考えなければいけない論点がたくさんありましたね。 

【新保委員】  ただ逆に世の中全部明示されると、それまた大変なことになってしまって、

それこそ、部屋に入るときに個人情報を取得しますと、上からプロジェクションマッピング

で入り口に「この部屋に入ると個人情報取得されます」と投影しておかないと入れないです

かとか、そういう問題になってしまうので。 

 あと最近だと、車とかもいろいろな個人情報を取られますけれども、個人情報を取って提

供する場合に同意を取らないといけないから、同意を取るまでエンジンがかからないとか

になると、毎回毎回乗るたびに同意を取って、ようやくエンジン、ＥＶだから、今エンジン

は押せばいいけれども、その押すまでの過程で同意とか、それも逆にユーザー側としては大

変なので。 

 ただこれ冗談で言っているのですけれども、これが起きているのがＣｏｏｋｉｅなので

す。Ｃｏｏｋｉｅは、現にこの現象がネット上起きてしまっているので、拒否すると、ペー

ジが表示されないのですよね。しようがないので、同意しようかなと思っても、同意は怖い

から、選択しますとか、もういいやと戻って、もういいや同意みたいに。いわゆる同意疲れ

が来ます。 

【野末議長】  そろそろお時間ですけれども、ほかにいかがでしょうか。せっかくですの

で。 

【松本副議長】  村井先生にもお伺いしたいのですけれども、時間があれですか。 

【野末議長】  いいですか。どうしましょう。事務局が頷いているのは、コメントしてい

いのかいけないのか、どちらですか。もう一言、二言いけますね。 

【松本副議長】  そうしたら１点だけですけれども、３８ページのところで「著作権法の

立法への提言」ということで、今日のお話の中でも、少数派バイアスの話があったと思いま

す。図書館は利用者を代表して、その立場から著作権法はこうあるべきだというのを提言す

るというのは、前回の協議会の提言でも言っていたことではあるのですけれども、ただ、実

際に、では都立図書館がどう提言すればいいのかなと考えたときに、何かアイデアあります

か。 

 例えば、ここは全国公共図書館協議会の事務局でもあるし、都立は非常に大きな基幹図書
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館でもありますしというところで。 

【村井委員】  何らかの機会を捉えて、機会があればどんどん発信していくですとか、あ

るいは先ほどお話にありました公衆送信サービスについては関係者の協議会がありますの

で、そこで提言していくということなどが考えられるかと思います。図書館側でそのような

意識を共有していくと、少しずつでも変わっていくのではないかと思っているところです。 

 最近、図書館などでお話しさせていただく機会があると、こういうお話をしたりするので

すけれども、まだ具体的にどのような場でといったことなどが具体化していなくても、著作

権法のほうを図書館から変えていく可能性があるという認識を何となくでも共有していく

と、いつか変わっていくのではないかなと思っています。 

 草の根的な発想が積み重なって今後の意識改革につながっていけばというくらいの、ま

だそのようなレベルの話で恐縮ですけれども、今の段階ではそんなふうに思っています。 

【松本副議長】  分かりました。ありがとうございます。 

【野末議長】  ありがとうございます。 

 今の話を受けて、今日はもうそろそろお時間なので、今のような、我々どういうところま

で考えて、提言をまとめていくわけですけれども、来年度いっぱい、いっぱいでは駄目だ、

ちょっと手前ぐらいでまとめていくわけですけれども、徐々にどういう形の提言にするか

とか、それをどうやって作業分担するかということも考えていきたいと思います。例えば今

のようなテーマももう少し具体的に突っ込んで書くのか、あるいはふわっと提言するぐら

いにとどめるのかとか、そういったところも次回以降、徐々に、委員の皆さんのご意見を伺

っていきたいと思っております。 

 逆に、幾らでも宿題やるからばんばん書かせてくれという意見でももちろん結構ですし、

それではなかなか厳しいので、ここで出たことで少しとどめておくのがいいのではないか

とか、そういったこともご意見があれば、ぜひお聞かせいただければと思っています。 

 前回も、今日、私も今実はまだもう少しお伺いしたいことがありますので、事後的にご意

見、あるいはご質問があったら、またお出しいただいて、それをご報告いただいた委員の方

にコメントいただくというステップを、そういう時間を取りたいと思います。 

 前回いただいたものと、今回いただいたものぐらいをまとめて、Ｑ＆Ａの形にしてやり取

りをしようかなと思いますが、そこはご報告いただいた委員の方には少しお時間を頂戴す

ることになりますが、よろしくお願いします。それはそのまま提言の中に使えるところにな

ると思いますので、ご了承いただければと思います。事務局も、そういう進め方でよろしい
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ですか。 

 今日は少し時間があったので、そうたくさんではならないだろうなと思っていますけれ

ども、私が言わない限り、いっぱいあるのですけれども、控えめにします。 

 では、ありがとうございました。この後のスケジュールについて、事務局からご説明をお

願いします。 

【企画経営課長】  今後の協議スケジュールについて説明いたします。 

資料３、第３１期都立図書館協議会協議スケジュールをご覧ください。 

第４回定例会は６月を予定しております。第４回定例会でのご報告者につきましては、別

途事務局からお願いを差し上げる予定です。日程調整につきましては、委員の皆様に別途ご

連絡いたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

【野末議長】  ありがとうございます。 

それでは、議事は以上となります。一応時間どおりということでお許しください。 

では、オンラインの先生方もありがとうございました。対面の先生方もどうもありがとう

ございました。事務局から特に連絡事項はございますでしょうか。よろしいですか。 

では、以上をもちまして第３回の定例会を閉会とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。特にご報告いただいた両先生、ありがとうございました。 

【企画経営課長】  それでは、野末議長をはじめ委員の皆様、本日はどうもありがとうご

ざいました。 

 それでは、以上をもちまして第３回定例会を閉会とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

午後５時０２分閉会 


